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１ 入札公告について 

上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業（以下「本事業」という。）については「民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦ

Ｉ法」という。）の規定に準じて実施することとした。 

このため、平成 25 年 7月 1日に「上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業 実施方針」（以

下「実施方針」という。）を公表し、平成 25 年 7月 31 日には、ＰＦＩ法第 6条の規定に準じて、

本事業を特定事業として選定し公表した。 

本事業の実施事業者の募集にあたっては、本事業の整備計画にあたり定めた下記の５つの基

本方針を基本理念とし、各種検討を行ってきた。今後は、地方自治法（ 昭和22年法律第67号） 

第234条第3項及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の2 第１項の規定に基

づき総合評価一般競争入札に付すため、同法第167条の6第１項の規定ならびに上越市財務規則

（昭和46年上越市規則第35号）第146条の規定により公告する。 

また、入札公告と同時に民間事業者の募集に係わる各種図書（表－1）を公表する。 

 

【本事業の整備計画にあたり定めた５つの基本方針】 

① 安心、安全で安定した施設 ④ 周辺環境に調和した施設 

② 環境保全に限りなく配慮した施設 ⑤ 経済性に優れた施設 

③ エネルギーと資源の回収に優れた施設   

 

表-１【入札公告と同時に公表する主な募集図書】（以下、「入札説明書等」という。） 

図書名 主な記載内容 

入札説明書 
事業概要、事業者の業務範囲、リスク分担、根拠法令、事業期間、入

札参加資格要件、モニタリングに関する事項、その他留意事項を記載。 

要求水準書 

民間事業者が事業を実施するにあたり、最低限確保しなければならな

い施設の性能や業務水準を規定する。「設計・建設業務」と「運営・維

持管理業務」に関する要求水準書を作成する。 

落札者決定 

基準書 

応募した事業者の提案については、「入札参加資格」、「基礎審査（要

求水準の達成）基準」が満たされていることを確認した上で、「技術提

案内容」、「入札価格」の両面から総合的に評価する基準を作成する。 

様式集 
審査に関する市及び民間事業者の負担軽減及び書類の確認作業の効

率性を図るため提案書作成に係る書式を指定する。 

事業契約書 

（案） 

事業契約書では、官民のリスク分担や権利・義務を規定するほか、民

間事業者の設計・建設業務及び運営・維持管理業務が適切に実施されて

いない場合のペナルティを明確に定めておくことにより、民間事業者が

実施する業務（サービス）の質を確保する。こうした仕組みづくりによ

って事業期間を通じた安心・安全で安定的な事業運営を実現する。 
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図【落札者の決定までのフロー（案）】 

 

 

 

入札公告及び入札説明書等の公表・交付 

（平成25年8月末） 
 

 

 

 ↓  
 

 

 

第1回入札説明書に関する質問受付 

（平成25年9月） 
 

 

 

 ↓ ←第1回入札説明書に関する質問回答 

（平成25年10月） 

 

 

入札参加資格審査書類受付 

（平成25年10月） 
 

 

 

 ↓ ←入札参加資格審査結果通知 

（平成25年10月） 

 

 

概要説明会用資料受付 

（平成25年10月） 
 

 

 

 ↓  
 

 

 

概要説明会 

（平成25年11月） 
 

 

 

 ↓  
 

 

 

第2回入札説明書に関する質問受付 

（平成25年11月） 
 

 

 

 ↓ ←第2回入札説明書に関する質問回答 

（平成25年11月） 

 

 

事業提案書受付 

（平成25年12月） 
 

 

 

 ↓ ←提案内容に関するヒアリング 

（平成26年1月） 

 

 

落札者の決定 

（平成26年2月） 
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２ 入札説明書について 

入札説明書の主な記載内容を以下に示す。 

（１） 事業概要 

項 目 内 容 

事業名 上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業 

事業実施 

場所 
上越市東中島地内 

事業 

目的 

本事業は、一般廃棄物等を安定的かつ経済的に焼却処理するとともに、焼却

廃熱を利用した発電による熱エネルギーの回収、焼却残渣の適正処分を行い、

循環型社会の構築に適した処理システムの中核を担う施設の整備及び運営を

行うことを目的とする。 

事業 

方式 

施設の整備及び運営はＤＢＯ方式により実施する。 

落札者として決定された企業グループ（以下「落札者」という。）は、建設

事業者として上越市廃棄物処理施設の設計・建設業務を行う。 

また、落札者は、特別目的会社[ＳＰＣ]（運営事業者）を設立し、20 年6

ヶ月間の運営・維持管理期間にわたって、本施設の運営・維持管理業務を実施

する。（事業者：建設事業者及び運営事業者） 

契 

約 

形 

態 

基本契約 
落札者と相互に協力し、本事業を円滑に実施するた

め本事業に係る基本契約を締結する。 

① 
建設工事 

請負契約 

基本契約に基づいて、建設事業者と本事業に係る建

設工事請負契約を締結する。 

② 
運営業務 

委託契約 

基本契約に基づいて、運営事業者と本事業に係る運

営業務委託契約を締結する。 

事業 

期間 

① 設計・建設期間 事業契約締結日から平成 29 年 10 月まで 

② 
運営・維持管理

期間 

平成 29 年 10 月から 
（20 年 6ヶ月間） 

平成 50 年 03 月まで 

施設 

概要 

① 
処理 

対象物 

ａ 燃やせるごみ ｅ 動物の死骸 

ｂ 燃やせないごみ破砕残渣 ｆ 災害廃棄物 

ｃ し尿し渣、し尿沈砂 ｇ し尿汚泥 

ｄ 下水道し渣   

ａ～ｅには「上越市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条

例」で定める市が処理する産業廃棄物（紙くず、木くず、繊

維くず、動植物性残さ）も含む。その他、非常時におけるｆ、

ｇの2種類も本施設の処理対象物となる。 

② 施設規模 170t/日（85t/日×2炉 1 日当たり 24 時間） 

③ 発電効率 
循環型社会形成推進交付金制度における高効率ごみ発電施

設の交付要綱に従い 15.5％以上とする。 
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（２） 事業の対象となる業務範囲 

項 目 事業者 市 

建

設

事

業

者 

本施設の

設計に関

する業務 

① 本施設の設計 ① 用地の確保 

② 
市が提示する調査結果以外に必要

となる事前調査 
② 近隣同意の取得・近隣対応 

③ 
市の循環型社会形成推進交付金

（以下「交付金」）申請支援 
③ 本施設の交付金申請手続 

④ 環境影響評価書（再評価）の支援 ④ 
本施設の設計・建設モニタ

リング 

⑤ 市が行うその他許認可申請支援 ⑤ 
その他これらを実施する上

で必要な業務 

本施設の

建設に関

する業務 

⑥ 仮設施設の建設   

⑦ 既設管理棟等の解体   

⑧ 本施設の建設   

⑨ 仮設施設の解体   

⑩ 建設工事に係る許認可申請等   

⑪ 試運転   

運

営

事

業

者 

本施設の

運営・維

持管理に

関する業

務 

① 受入業務 ① 近隣対応 

② 運転管理業務 ② 運営モニタリング 

③ 維持管理業務 ③ 
本施設への処理対象物の搬

入 

④ 環境管理業務 ④ 

残渣運搬・最終処分業務（焼

却主灰・焼却飛灰の安定化

処理、残渣の保管、積込、

計量までは事業者の業務範

囲） 

⑤ 防災管理業務 
⑤ 

その他これらを実施する上

で必要な業務 ⑥ 情報管理業務 

⑦ 関連業務   

 

 

（３） 入札参加資格要件 

本事業に応募する応募者は、次の資格要件を全て満たすものとする。また、応募者の資格の

確認を行うために資格審査を実施するものとし、設計・建設業務及び運営・維持管理業務の実

施にあたっては、以下に示す応募者の構成等で規定するものはもとより、上越市内に本社があ

る事業者を積極的に活用することを規定する。 
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ア 応募者の構成等 

① 
応募者は、設計・建設業務及び運営・維持管理業務を実施する予定の複数の企業で

構成する企業グループとする。 

② 

応募者は、本事業の設計・建設業務または運営・維持管理業務を行う企業のうち、

運営事業者となる特別目的会社に出資する企業（以下「構成員」という。）及び運営事

業者となる特別目的会社に出資しない企業（以下「協力企業」という。）から構成され

るものとする（構成員のみで構成することも可能）。 

③ 

応募者の構成員の中から「プラントの設計・建設を行う企業」のすべての要件を満た

す 1 者を「代表企業」として定めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うことと

する。 

④ 
構成員または協力企業の変更は認めない。但し、特段の事情があると市が認めた場合

は、この限りではない。 

⑤ 

設計・建設業務では、入札公告時における最新の上越市建設工事入札参加資格者名簿

及び建設工事格付け一覧（以下（入札参加資格者名簿等」という。）に登載されている

事業者のうち新潟県内に本店・本社があり、上越市内に営業所等がある事業者で格付

け点数が 1,300 点（建築一式）以上の事業者を 1 社及び、入札参加資格者名簿等に登

載されている事業者のうち上越市内に本社があり、格付け点数が 900 点（建築一式）

以上の事業者 1社以上を構成員または協力企業に含めること。 

「上越市内に営業所等がある事業者」とは、以下の要件をすべて満たすものとする。 

ａ 
契約締結などの権限を委任されている者が常駐し、実態的な営業活動を5年以上行

っていること  

ｂ 
営業所としている建物内において、明確に区分された事務室が設けられているこ

と  

ｃ 営業する許可業種に対応する専任技術者が常駐していること  

ｄ 営業所に常勤する従業員が 3人以上であること  

また、この項でいう「格付け点数」とは、入札参加資格者名簿等に記載されている「総

合値」に上越市の「加算」を加えた「合計」をさす。 

⑥ 構成員または協力企業は、他の応募者の構成員または協力企業となることはできない。 

⑦ 
構成員または協力企業が、複数の企業等で構成されるものである場合には、これらを

構成するものについても他の応募者の構成員または協力企業となることはできない。 

⑧ 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。 
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イ 応募者等の参加資格要件（共通の参加資格要件） 

次のいずれかに該当する者は、構成員及び協力企業となることはできないものとする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当する者 

② 上越市の指名停止措置を受けている者 

③ 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、または執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者 

④ 
直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納

している者 

⑤ 
会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 511 条の規定による特別清算開始の申立てが

なされている者 

⑥ 

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立

て（同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係

る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30 条の規定によ

る更生手続開始の申立てを含む。）がなされている者 

⑦ 
民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続き開始の申

し立てがなされている者 

⑧ 

破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条または第 19 条による破産の申立て（同

法附則第 3 条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法

による廃止前の破産法（大正 11 年法律第 71 号）第 132 条または第 133 条による

破産の申立てを含む。）がなされている者 

⑨ 

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3 年法律第77 号）

第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）またはその構成する者（暴力団の構成

団体を構成する者を含む。）の統制の下にある者 

⑩ 

本事業に係るアドバイザリー業務に携わった企業、またはこれらの者と資本面若

しくは人事面において関連がある者。なお、「資本面において関連がある者」とは、

当該企業の発行済株式総数の 100 分の 20 以上の株式を有し、またはその出資の総

額の 100 分の 20 以上の出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」

とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。なお、本事業に係

るアドバイザリー業務に携わった企業は次のとおりである。 

①  八千代エンジニヤリング株式会社 

②  アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

⑪ 
市が設置する本事業の事業者の選定に関する審査機関（以下「審査機関」という。）

の委員が所属する企業 

⑫ 
実施方針の公表から落札者の決定に関する公表までの期間に、本事業について市

が設置する審査機関の委員に対し、接触等の働きかけを行った者 
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ウ 各業務を行う者の要件 

応募者は、本事業の設計・建設、運営・維持管理の各業務を行う者として、各項の要件を満

たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる

者を兼ねることが可能であるものとする。 

 

（ア）本施設のプラントの設計・建設を行う者の要件 

建設事業者のうち本施設のプラントの設計・建設を行う企業は、構成員とし、以下の要件を

全て満たすこと。 

① 
建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事に

係る特定建設業の許可を受けていること。 

② 市の競争入札参加資格者名簿の清掃施設工事の登載者であること。 

③ 

以下に示す要件をすべて満たす廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法

律第 137 号）第８条第１項に規定する一般廃棄物処理施設の建設事業に関する契

約実績を有すること。 

ａ 1 炉当たり 85t/日以上かつ炉構成が 2炉以上 

ｂ 
発電設備を設置した連続運転式一般廃棄物焼却施設（処理方式は、「ストーカ

式焼却方式」または「ストーカ式焼却＋灰溶融方式」に限る） 

ｃ 
平成 15 年度以降かつ入札公告の前日時点までに設計・建設業務についての契

約が締結されている施設。 

④ 
建設業法における清掃施設工事業に係る監理技術者資格者証を有する者を本工事

に専任で配置できること。 

 

（イ）本施設の建築物等のうち土木部分以外（以下「建築部分」という。）の建設を行う者の

要件 

建設事業者のうち本施設の建築物等のうち建築部分の設計・建設を行う企業は、構成員また

は協力企業とすること。当該業務を複数の構成員または協力企業で実施する場合は、少なくと

も 1社が以下の全ての要件を満たすこと。 

① 
建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）に基づく一級建築士事務所登録の有資格者で

あること。 

② 
建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項に規定する建築一式工事に係

る特定建設業の許可を有すること。 

③ 市の競争入札参加資格者名簿の建築工事の登載者であること。 

④ 
建設業法における建築工事業に係わる監理技術者として、一級建築施工管理技士

または一級建築士の資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。 
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（ウ）本施設の建築物等のうち土木部分の建設を行う者の要件 

建設事業者のうち本施設の建築物等のうち土木部分の設計・建設を行う企業は、構成員また

は協力企業とすること。当該業務を複数の構成員または協力企業で実施する場合は、少なくと

も 1社が以下の全ての要件を満たすこと。 

① 
建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項に規定する土木一式工事に係

る特定建設業の許可を有すること。 

② 市の競争入札参加資格者名簿の土木工事の登載者であること。 

③ 
建設業法における土木工事業に係わる監理技術者として、一級土木施工管理技士

またはこれと同等の資格を有する者を本工事に専任で配置できること。 

 

（エ）運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者の要件 

運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する企業は、構成員または協力企業とし、

以下に示す要件を満たすこととする。同一業務を複数の構成員または協力企業で実施する場合

は、少なくとも 1 社は以下の要件を全て満たすこととする。 

① 

以下の要件をすべて満たす廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１７号）第８条第１項に気定する一般廃棄物処理施設の運営・維持管理業務実

績を元請（地方公共団体発注の PFI、DBO、長期包括運営委託事業の SPC（特別目

的会社）から直接受託したものを含む）として締結した契約実績を有すること。    

ａ 1 炉当たり 85t/日以上かつ炉構成が 2炉以上 

ｂ 
発電設備を設置した連続運転式一般廃棄物焼却施設（処理方式は、「ストーカ

式焼却方式」または「ストーカ式焼却＋灰溶融方式」に限る） 

ｃ 
平成 15 年度以降かつ入札公告の前日時点までに運営・維持管理業務について

の契約が締結されている施設。 

② 

廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設）の資格を有し、発電設備を設置した

連続運転式一般廃棄物焼却施設（処理方式は、「ストーカ式焼却方式」または「ス

トーカ式焼却＋灰溶融方式」で 1 炉当たり 85t/日以上かつ炉構成が 2 炉以上の施

設（1 年以上の稼動及び 1 系列あたり 90 日間以上の連続運転実績を有する施設

に限る（ただし、灰溶融施設については 1系列あたり 90 日間以上の連続運転実績

は要件としない））の現場総括責任者（施設の円滑な運転管理、維持管理等の総括

的な責任を担う者）としての経験を有する技術者を有すること。 

③ 
本施設の運営・維持管理にあたり、事業者の責務を達成するために必要な資格者

を配置できること。 
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（４）参加資格の確認 

① 参加資格確認基準日は入札参加資格審査書類提出日とする。 

② 
落札者決定日までの間に応募者の構成員及び協力企業が入札参加資格要件を欠

いた場合、市は当該応募者を落札者決定のための審査対象から除外する。 

③ 

落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に

落札者の構成員及び協力企業が入札参加資格要件を欠いた場合、市は落札者決定

を取り消す。この場合において、市は、落札者決定を取り消した応募者に対して

一切の費用負担を負わないものとする。 

 

（５）落札者の決定 

ア 審査機関の設置 

応募者の審査は市が設置した審査機関において実施する。審査機関及び同機関を構成する委

員は、次のとおりである。 

 

① 委員長 栗原 英隆 公益社団法人全国都市清掃会議技術顧問 

② 副委員長 清水 忠明 新潟大学工学部教授 

③ 委員 山口 直也 新潟大学経済学部准教授 

④ 委員 山縣 耕太郎 上越教育大学准教授 

⑤ 委員 山岸 行則 上越市副市長 

⑥ 委員 池上 治樹 上越市財務部長 

⑦ 委員 笹川 桂一 上越市自治・市民環境部長 

 

なお、構成員または協力企業が、落札者決定前までに、審査機関の委員に対し、事業提案書

の審査に関して自己の有利になる目的のための接触等の働きかけを行った場合は失格とするこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

イ 落札者の選定方法 

落札者の選定に当たっては、市が設置する審査機関において評価・審査し、その結果を受け

て、市が落札者を決定するものとし、落札者の選定手順は、以下に示す。 

① 
参加資格 

審査 

参加資格審査に当たっては、参加表明時に提出する参加資格審査申

請書類について審査を行い、参加資格要件の具備を確認する。 

② 
事業提案 

審査 

基礎審査 

参加資格審査を合格した資格審査通過者から提出さ

れた提案内容が、市の要求する水準を満足するものであ

ることについて確認を行う。確認された資格審査通過者

のみが、次段階の非価格要素審査及び価格審査に進むこ

とができる。 

非価格要素 

審査 

基礎審査において市の要求する要件を満たした応募

者を対象として、表-３【非価格審査項目（案）】の評価

の視点に基づき審査し、非価格要素審査点を決定する。 

価格審査 
予定価格を超過しない応募者の入札価格について、定

めた算定式により価格審査点を算出する。 

 

（６） 審査項目の配点 

ア 配点の割合とその算定方式 

本事業は、事業者選定を総合評価一般競争入札によるものとしており、これは、価格のみの

競争ではなく事業提案を含め総合的に評価し、事業者を選定するとの方針からである。以上の

ことから、各審査への配点割合及びその算定式の設定にあたっては、先進事例等を確認し、シ

ミュレーションを行った結果、表-２【非価格審査項目及び価格審査項目の配点割合及びその算

定式（案）】に示すとおり設定した。 

表-２【非価格審査項目及び価格審査項目の配点割合及びその算定式（案）】 

項目 配点 算定式 

非価格 

審査 

各項目 

審査 
--- 

Ａ 特に優れる提案 配点 × 1.0 

Ｂ ＡとＢの間 配点 × 0.75 

Ｃ 優れた提案 配点 × 0.5 

Ｄ ＣとＥの間 配点 × 0.25 

Ｅ 要求水準を満たす程度 配点 × 0.0 

全体 600 非価格審査項目得点（配点 1,000 点） × 0.6 

価格審査 400 400 × 最低入札価格／当該入札価格 

価格過当競争防止対策 

価格審査にあたっては、定量制限価格を設定する。定量制限価格以下で入札を行って

も失格とはならないが、定量制限価格以下の入札価格の場合の価格審査点は満点とする。 

また、定量制限価格以下の入札があった場合には、価格審査の算定式の「最低入札価

格」には「定量制限価格」を置換えるものとする。 
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イ 非価格審査項目 

表-３【非価格審査項目（案）】 ■重点的に配慮が必要とした項目 

 基本方針 項目 

① 
安心、安全で安定し

た施設 

事業実施体制 事業実施体制 

事業経営計画 財務の健全性 

プラント設備計画 
プラントの信頼性 

機器配置計画 

土木・建築計画 
全体配置計画 

建築各種計画 

施工計画 工事施工中の対応 

運転管理 
受入・受付・搬入物管理 

運転計画 

運営・維持管理 

運営・維持管理体制 

合理的な維持管理・補修計画 

運営・維持管理業務期間満了時の計画 

運営・維持管理の品質向上 

リスク管理 

本事業全体のリスクと対応策 

プラント設備、土木・建築設備におけ

る緊急時対策 

災害時等の対策と復旧計画 

② 
環境保全に限りな

く配慮した施設 
運転・測定管理 

作業環境の保全 

公害防止対応 

処理生成物の対策 

③ 

エネルギーと資源

の回収に優れた施

設 

地球温暖化対策・エネルギー

有効利用 
エネルギー回収効率の向上 

④ 
周辺環境に調和し

た施設 
外観デザイン企画 周辺環境との調和 

⑤ 地域貢献 等 

地域貢献 

地元企業への発注 

運営・維持管理における地元採用 

地域への貢献・市との連携 

環境学習 見学・学習機能の充実 

独自の提案 独自の提案 
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ウ 総合評価及び落札者の決定 

市が設置する審査機関は、非価格審査点と価格審査点から落札者決定基準に定める総合評価

式により優秀提案を選定し、その結果に基づき市が落札者を決定する。 

 

（７） 本事業の運営に関する提示条件 

ア 特別目的会社の設立 

落札者決定後に落札者は、特別目的会社を速やかに設立しなければならないものとする。な

お、特別目的会社は次の要件をすべて満たさなければならないものとし、構成員以外のものは

特別目的会社へ出資をすることができないものとする。 

① 運営事業者の本店所在地は上越市内としなければならない。 

② 
応募グループのうち、代表企業の議決権付普通株式の保有割合は、設立時から事

業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。 

③ 

運営事業者の定款において、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 326 条第 2 項

に従い監査役及び会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類

を市に提出すること。 

④ 
運営事業者の株主は、市の同意なくして運営事業者の株式の譲渡、これに対する

担保の設定その他の処分を行わないこと。 

 

（８） 事業者の収入 

本事業における事業者の収入は、市が支払う「設計・建設業務に係る対価（以下、「施設整

備費」）という。」及び「運営・維持管理業務に係る対価（以下、「運営業務委託費」）という。」

とする。施設整備費は、事業提案書を基に各会計年度における請負代金の支払い限度額を設

定し、この限度額のうちで支払うものとする。また、建設事業者は前払金、部分払及び中間

前払について上越市財務規則に準じて請求できるものとする。 

また、運営業務委託費の支払いについては、運営期間中の業務実施状況の確認等、市が実

施する、運営モニタリングの結果を踏まえ、運営事業者に対して運営業務委託費を支払うも

のとする。なお、運営モニタリングの結果、事業契約書、要求水準書で定められたサービス

水準及び事業者提案によるサービス内容を充足していないことが判明した場合は、運営委託

費を減額して支払う場合があるものとする。 

 

表【事業者の収入】 

 種 類 内 容 

① 
設計・建設業務に係る対価 

（施設整備費） 

市は、本施設の設計・建設業務の対価として、施設

整備費を建設事業者に支払う。 

② 
運営・維持管理業務に係る対価 

（運営委託費） 

市は、本施設の運営・維持管理業務の対価として、

運営業務委託費を運営事業者に支払う。 
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表【対価の支払いの対象となる業務及びその費用の構成】 

業務 
施設整備費および 
運営業務委託費 

対象となる費用等 

設計・建設
業務 
 

施設整備費 
設計・建設業務を行う上で必要となるすべての

費用 設計・建設業務に対して支払う
対価 

運営・維持
管理業務 

運営固定費（運営委託費） 運転経費 光熱水費の基本料金等 

処理対象物の量の多寡に関係な

く支払う対価 

 

算出方法 

＝運転経費＋維持管理費＋人件

費＋その他経費 

維持管理費 

法定点検・定期点検等の保守管

理費 

補修工事、更新工事及び保全工

事等の修繕工事費用 

人件費 全人件費 

その他経費 
保険料、公租公課及びＳＰＣ運

営費用（人件費、監査費用等） 

・ＳＰＣ利益を含む 

・登録免許税等の運営準備費含む 

運営変動費（運営委託費） ・光熱水費、燃料費、薬剤費、消耗品費等、処

理対象物量の増減に応じて比例的に増減す

る費用。 

・年間変動費を計画ごみ処理量で除すことによ

り、変動費単価を提案させることとする。 

・ＳＰＣの利益は含まない。 

処理対象物の量に応じて支払う

対価 

 

算出方法 

＝処理対象物量×変動費単価 

 

 

ア 運営委託費の改定 

ごみ量変動及び物価変動の影響を以下のような方法により運営業務委託費に反映させる

ものとする。また、実績ごみ質が計画ごみ質を大きく逸脱したことにより、事業者の提案

した運営変動費単価が実態に整合しないと市が認めた場合には、この運営変動費単価の改

定について市と事業者で協議を行うものとする。 

項 目 内 容 

①  ごみ量変動 

処理対象物の処理実績量と事業者が提案した変動費単価の積に

より求めることでごみ量変動を反映させる。 

算出式 

運営変動費（円）＝実績処理対象物量（t）×変動費単価（円/t） 

②  物価変動 

運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとについて、それぞれ

改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させ

る。表-４【物価変動に基づく改定に用いる指標（案）】 
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表-４【物価変動に基づく改定に用いる指標（案）】 

構成 
構成内容 

／改定の対象 
使用する指標 

運営固定費 

運転経費 
「消費税を除く国内企業物価指数／電力・都市ガス・

水道」（日本銀行調査統計局） 

維持管理費 
「消費税を除く国内企業物価指数／一般機器」（日本

銀行調査統計局） 

人件費 
毎月勤労統計調査「賃金指数（現金給与総額）／調査

産業計」（厚生労働省） 

その他経費 
「企業向けサービス価格指数／総平均」（日本銀行調

査統計局） 

運営変動費 変動費単価 
「消費者物価指数／財・サービス分類指数（全国）／

サービス」（総務省統計局） 

 

（９） 設計・建設業務における市内発注額の未達成による減額 

ごみ処理施設は、「廃棄物」を安心・安全な方法で、安定的に適正処理する事が最大の目標で

あり、このごみ処理施設の整備などにあたっては、国土交通省分類でも「清掃施設工事業」と

して独立した業種と規定されている許可が必要であり、これは、単に機器、配管、電気等をつ

なげて造る装置ではなく、焼却炉を中心に相互に関連性を持ったトータルシステムとしての考

えに基づいたものであり、このような特殊施設であることから、施設の整備にあたっては、計

画する施設規模と同等、若しくはそれ以上の規模で、且つ発電を行う施設の整備実績がある信

頼できる事業者を選定する必要があり、施設の運営についても、同規模・同様種類の施設の運

営実績を持つ事業者に担わせる必要がある。 

しかし、このような特殊な要件の中であっても、市は地元経済の振興がはかれる事業となる

よう配慮が必要であると考えている。 

また、事業者選定のための「落札者決定基準」では、配慮が必要な重要項目としており、そ

の配点についても先進事例と比較し、大きなものとなっている。 

以上のことから、応募者から提案される設計・建設業務における計画市内発注額について、

その提案が達成されなかった場合には、建設事業者に支払う施設整備費を減額して支払う等、

建設事業者にペナルティを科すこととする。 

 

（１０） 運営モニタリング及び運営委託費の減額について 

市は、本事業の運営・維持管理業務について、要求水準書及び事業者が作成した事業提案

書並びに運営マニュアル（以下「要求水準書等」という）に基づいて適正かつ確実な運営業

務の履行水準の確保がなされているかどうかを、モニタリング（監視、測定、評価）する。

このモニタリングにより要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない、または達成

されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、運営費の減額等の措置を

行うものとする。 
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ア モニタリング方針 

本事業におけるモニタリングの方法は運営事業者が行うセルフモニタリングに基づく運営・

維持管理業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で市が随時の

モニタリング等を行うこととする。 

 

イ 運営委託費の減額について 

  運営委託費の減額措置について以下に示す。 

表【減額等の種類（案）】 

項 目 内 容 減額等 

運転停止型減額

措置 

運営事業者の義務の不履行を原因とする

以下のもの 

その重要度に応じ、減額する。 
① 異常事態の発生 

② 

計画外の運転停止または性能要件

未達成による施設の停止（市の指示

により停止したものを含む） 

運転継続型減額

措置 

運転を継続できるが、要求水準書等に規

定する業務水準が達成されていないと判

断されたもの 

その重要度に応じ、減額ポイン

トを付す。 

軽微な要改善事

項 
改善が必要なもののうち軽微なもの 

運営事業者が自ら改善措置を

とり一定の改善期間の中で速

やかに解決されるようであれ

ば、減額若しくは減額ポイン

トは付さない 

余剰電力量提案

の未達成 

実績余剰電力量が、入札時に事業者が提

案した量よりも減少していた場合 

達成されなかった割合に応

じ、運営委託費を減額する等 

市内発注額の未

達成 

提案された計画市内発注額について、提

案が達成されなかった場合 

達成されなかった額に応じ、

運営委託費を減額する等 

 

また、運転停止型減額措置の場合は、ただちに運営委託費の減額となるが、運転継続型減額

措置の場合は、問題に対する適切な改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして規定

するものであり、軽微な問題については、運営事業者自らが改善措置を採り、一定の改善期間

の中で速やかに解決することが望ましいと考えている。そのため、市と運営事業者の間でこう

した問題を効率よく解決できる機能を有する協議組織・体制等の構築が重要であると考える。 

 

（ア） 運転停止型減額措置 

運転停止が発生した場合は、表【施設停止からの復旧手順（案）】に示す手順により、復旧を

図るものとし、減額の算定方法等は、表【運転継続型減額措置（案）】に示す。 
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表【施設停止からの復旧手順（案）】 

市と運営事業者は、復旧手続きを次に掲げる手順で行い、施設の復旧に努めるものとする。 

① 運営事業者による当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明 

② 運営事業者による当該施設の復旧計画の提案及び発注者による承諾 

③ 運営事業者による当該施設の改善作業への着手 

④ 市による当該施設の改善作業の完了確認 

⑤ 運営事業者による復旧のための試運転の開始 

⑥ 市による当該施設の運転データの確認 

⑦ 当該施設の運転再開 

 

表【運転停止型減額措置の減額算定方法（案）】 

① 

減額算定方法 

（減額）＝(1 日当たりの運営固定費：円／日)×(日数：日)×(減額率：％) 

 

※「1日当たりの運営固定費：円／日」とは、年間の運営固定費を当該年度の日数で除

した額を表す。 

② 減額率 

状態 減額率 

ａ 処理対象物受入可能 25％ 

ｂ 処理対象物受入不能（1日間から 30 日間） 50％ 

ｃ 処理対象物受入不能（30 日間を超える場合） 100％（支払停止） 

 

（イ）モニタリング手法について 

運転継続型減額措置は、ただちに運営委託費を減額する運転停止型減額措置とは異なり、適

切な改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして規定するものである。そのため、ま

ず市と運営事業者はモニタリング手法を以下の手続に基づき合意により確定し、当該モニタリ

ング手法を運用するものとする。 

表【モニタリング手法（案）】 

 内 容 

① 運営事業者の事業提案書に基づき、運営業務の仕様・水準を確定する。 

② 
運営事業者は品質管理を行うものとし、「運営マニュアル」を作成し、自己監査（セル

フモニタリング）を行う。 

③ 
運営事業者は、自らが行う品質管理を前提として、市のモニタリング方針を踏まえた

上で市と協議を行い、具体的なモニタリング手法を確定し、これを運用する。 

④ 

運営事業者は、セルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ運営・維持管理業務の

履行状況等を確認し、事業契約書に定める各種報告書及び監査済み財務書類をそれぞ

れの提出期日までに市へ提出する。 
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 内 容 

⑤ 

市は、運営事業者が提出する各種報告書の内容が、要求水準書等を満たしているか確

認し、受領後速やかに月の業務状況につき運営事業者に通知する。（定期モニタリング） 

⑥ 
市は、定期報告書による確認とは別に、必要に応じ随時モニタリングを実施するもの

とする。（随時モニタリング） 

⑦ 
市は、本施設の運営による周辺環境への影響を把握するため、必要に応じ周辺環境モ

ニタリングを実施するものとする。（周辺環境モニタリング） 

⑧ 

運営事業者は、財務書類（会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類）を作成し、会

計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告された事業報告等を市

に提出するものとする。（財務状況モニタリング） 

 

（ウ）減額の方法 

定期モニタリングの結果、要求水準を満たさないと市が判断した場合に改善措置が必要とな

る事項の例は、表【運転継続型減額措置が必要となる事項の例】に示すものとし、付した減額

ポイントは、毎月集計し、そのポイント数に応じた減額に係る減額の方法は、表【減額ポイン

トによる減額の算出（案）】に示す。 

 

表【運転継続型減額措置が必要となる事項の例】 

項目 
減額 

ポイント 
内 容 

水準 1 10 ポイント 

① 災害時の対策不良 

② 安全措置の不備による労働災害、人身事故等の発生 

③ 処理生成物の基準未達 

④ 故意による業務放棄 

⑤ 業務の未実施 

⑥ 運営報告書の虚偽記載 

水準 2 1 ポイント 

① 情報公開設備（掲示機器等）の不具合による履行水準の未達 

② 見学者対応設備の不備 

③ 日常清掃、除草状況の履行水準の未達 

④ 諸室清掃状況の履行水準の未達 

その他 5 ポイント ① 上記の改善計画書に不備があり、再提出が必要な場合 

（水準１）:本施設の運営にあたって明らかに支障がある場合 
（水準２)：本施設の運営にあたって利便性を欠く場合 
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表【運転継続型減額措置の減額ポイントによる減額の算出（案）】 

項 目 内 容 

減額率 

（最大 100％） 

 累積ポイント数 減額率 

① 0 から 9ポイント 減額なし 

② 10 ポイント以上 累計ポイント×1（％/ポイント） 

減額の算定方法 

(1 日当たりの運営固定費：円/日)×(違反日数：日)×(減額

率：％) 

 

※「1日当たりの運営固定費：円／日」とは、年間の運営固定費

を当該年度の日数で除した額とする。 

 

 

（エ）余剰電力量提案の未達成による減額 

本事業では、ごみの処理に伴って発生する熱エネルギーを利用して発電を行い、本施設内で

の利用を行うとともに、余剰電力を電力会社へ売却するものとしている。この売電収入は市に

帰属するものとするが、運営事業者は当該売電収入の向上を十分考慮し、運営・維持管理業務

を行うことを規定するものとする。また、事業者選定のための「落札者決定基準」では、配慮

が必要な重要項目としており、その配点についても他と比較し、大きなものとなっている。以

上のことから、応募者からの提案される売電が可能となる余剰電力量については、その提案が

達成されなかった場合には、運営事業者にペナルティを科すこととする。 

 

（オ）市内発注額の未達成による減額 

応募者からの提案される計画市内発注額について、その提案が達成されなかった場合には、

運営事業者にペナルティを科すこととする。 

 

（１１）財務モニタリング 

ア 運営事業者（特別目的会社（ＳＰＣ）の財務状況確認 

運営事業者には、財務書類（会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類）を作成し、会

計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告された事業報告等を市に提

出することを求めるものとする。 

 

（１２） 想定されるリスクの分担 

本事業におけるリスク分担の基本的な考え方は、市と事業者が適正にリスクを分担すること

により、より低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。設計・建設業務、

運営・維持管理業務に伴うリスクは、原則として事業者が負うものとするが、市が分担すべき

合理的な理由があるリスクについては、市がリスクを負うこととする。 

市と事業者のリスク分担の詳細は、事業契約書（案）において定めるものとする。 
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（１３） 契約の概要 

入札説明書等、事業者の提案内容及び市が入札に当たって予め提示する事業契約書（案）に

基づきそれぞれの対象者と仮契約を締結する。仮契約の締結に向けて市と落札者は契約内容に

関する確認を行い、市と事業者が締結した仮契約は市議会の議決を経て正式な事業契約となる。

各々の契約についての対象者・締結時期は以下のとおりである。 

契約等 対象者 締結時期 

① 基本協定 落札者 落札者決定後すみやかに 

② 基本契約 
落札者及び落札者が設立する

運営事業者（特別目的会社） 

契約：平成 26 年 6月頃 ③ 
建設工事 

請負契約 
建設請負事業者 

④ 
運営業務 

委託契約 
運営事業者（特別目的会社） 

 

３ 入札公告に関するその他添付書類 

（１） 要求水準書 

民間事業者が事業を実施するにあたり、最低限確保しなければならない施設の性能や業務水

準を規定する。「設計・建設業務」と「運営・業務維持管理」に関する要求水準書を作成する。 

 

（２） 落札者決定基準書 

応募した事業者の提案については、「入札参加資格」、「基礎審査（要求水準の達成）基準」が

満たされていることを確認した上で、「技術提案内容」、「入札価格」の両面から総合的に評価す

る基準書を作成する。技術提案の評価基準には、評価の視点、配点をつける。 

 

（３） 様式集 

当市及び民間事業者の負担軽減のため提案書作成に係る書式の指定を行う。 

 

（４） 事業契約書（案） 

事業契約書では、官民のリスク分担や権利・義務を規定するほか、民間事業者の設計・建設

業務及び運営・維持管理業務が適切に実施されていない場合のペナルティを明確に定めておく

ことにより、民間事業者が実施する業務（サービス）の質を確保する。こうした仕組みづくり

によって事業期間を通じた安心・安全で安定的な事業運営を実現する。 
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４ 今後のスケジュールについて  

内   容 日   程 

① 実施方針等の公表 平成25年  7月 1日（月） 

② 実施方針等に関する質問・意見の受付期限 平成25年  7月12日（金） 

③ 上記質問への回答 平成25年  7月26日（金） 

④ 特定事業の選定・公表 平成25年  7月31日（火） 

⑤ 入札公告及び入札説明書等の公表・交付 平成25年  8月末 

⑥ 第1回入札説明書等に関する質問受付期限 平成25年  9月 

⑦ 第1回入札説明書等に関する質問回答の公表 平成25年  9月 

⑧ 入札参加資格審査書類受付・審査 平成25年 10月 

⑨ 概要説明会 平成25年 11月 

⑩ 第2回入札説明書等に関する質問受付期限 平成25年 11月 

⑪ 第2回入札説明書等に関する質問回答の公表 平成25年 11月 

⑫ 事業提案書の受付 平成25年 12月 

⑬ 落札者決定及び公表 平成26年  2月 

⑭ 基本協定締結 平成26年  3月 

⑮ 事業契約仮契約締結 平成26年  5月 

⑯ 事業契約本契約 平成26年  6月 

 

（１）入札参加資格審査書の受付・審査（平成 25 年 10 月）  

事業提案書を受け付けることに先立ち、応募しようとする民間事業者が、当市が入札説明書

で規定した入札参加資格要件を満足する事業者であるかの審査を行う。 

（２）事業提案書の受付・審査（平成 25 年 12 月～）  

応募者から受け付けた事業提案書については、入札公告と同時に予め公表していた落札者決

定基準書に規定している審査方法に従って、市が設置する審査機関が審査し、優秀提案を選定

する。 

（３）落札者決定（平成 26年 2月）  

優秀提案の選定結果を受けて、落札者を決定する。 

（４）基本協定締結（平成 26年 3月頃）  

市と落札者は落札者決定後速やかに事業契約の締結に向けた相互の協力義務、特別目的会社

の設立等について規定した基本協定を締結する。 

（５）事業契約仮契約締結（平成 26年 5月）  

上越市財務規則（昭和 46 年上越市規則第 35 号） 第 140 条の規定により、議会の議決に付す

べき契約を締結しようとするときは、落札者に対し、「仮契約」に関する書類を作成し、契約の

相手方と相互に交換するものとされている。 

本事業については、落札者との間で本事業に係る仮基本契約を締結する。 
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（６）事業契約に関する議会の議決（上越市条例第 69号、PFI法第 9条 平成 26年 6月） 

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1項第 5号、上越市条例第 69 号（議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 46 年 4月 29 日））の規定により、

事業契約にあたっては、議会の議決を受けるものとする。 

また、ＰＦＩ法でも、地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める

基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならないとさ

れている。 

（７）事業契約締結（平成 26年 6月）  

議会の議決を経て事業者との事業契約を締結する。 


